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第２期中期目標 

（平成２８年度～令和３年度） 

第３期中期目標（案） 

（令和４年度～令和９年度） 

改正理由・ポイントなど 

はじめに 

 埼玉県立大学は、平成１１年の開学以来、本県の保健・医療・福祉の

分野において、豊かな人間性と専門的知識を有する人材の養成や教育研

究水準の向上、生涯学習への対応や地域社会への貢献などに大きな役割

を果たしてきた。 

 その後、平成２２年に法人化されて以降、今日まで多岐にわたる改革

に積極的に取り組み、教育・研究や地域社会への貢献の面で期待される

成果をあげるなど、法人化第１期の中期目標（平成２２年度から平成２

７年度まで）を着実に達成してきたところである。 

 一方で、大学を取り巻く環境は以前にも増して変化しており、大学に

期待される役割も多様化している。このような時代のさなかにあって大

学には、増大し高度化する保健・医療・福祉ニーズやこれに伴う地域の

諸課題に的確に対応できる専門的な知識や技術と豊かな人間性・確かな

倫理観を兼ね備えた有為な人材の育成が求められており、大学の果たす

べき役割はますます大きくなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 以上の点を踏まえ、埼玉県は、公立大学法人埼玉県立大学（以下「法

人」という。）がその課せられた使命を果たすべく、自主性・自立性を

最大限に発揮しつつ大学運営に当たるとともに、積極的に地域に貢献す

る大学として県民の期待に応える成果を着実にあげていくために、次の

点を基本に第２期中期目標（以下「目標」という。）を定め、法人に指

示するものである。 

はじめに 

 埼玉県立大学は、平成１１年の開学以来、本県の保健・医療・福祉の

分野において、豊かな人間性と専門的知識を有する人材の養成や教育研

究水準の向上、生涯学習への対応や地域社会への貢献などに大きな役割

を果たしてきた。 

 平成２２年に公立大学法人に移行した後は、理事長のリーダーシップ

の下多岐にわたる改革に積極的に取り組み、教育・研究や地域社会への

貢献の面で着実に成果をあげてきた。第２期中期目標期間（平成２８年

度から令和３年度まで）においては、学士課程のカリキュラムを見直し

人間性の涵養と総合力養成の実現を図るとともに、キャリアセンターの

開設等により学生支援を充実させ、研究開発センターを中心として県内

自治体・団体支援の取組を強化するなど、全体として中期目標の良好な

達成が見込まれている。 

 一方、今般の新型コロナウイルスの感染拡大は、医療や公衆衛生を担

う人材の育成確保の重要性を改めて浮き彫りにした。また、保健医療福

祉を巡るニーズが多様化、複雑化する今日、地域包括ケアシステムの発

展、深化を通じて地域共生社会の実現に取り組むことが求められている。 

 「誰一人取り残さない社会」の実現に向けて、大学には専門的な知識

や技術と豊かな人間性・確かな倫理観を兼ね備えた有為な人材を社会に

送り出していくとともに、地域の諸課題の解決のために自治体や企業、

団体との連携が求められており、果たすべき役割はますます大きくなっ

ている。 

 以上の点を踏まえ、埼玉県は、公立大学法人埼玉県立大学（以下「法

人」という。）がその課せられた使命を果たすべく、自主性・自律性を

最大限に発揮しつつ大学運営に当たるとともに、積極的に地域に貢献す

る大学として県民の期待に応える成果を着実にあげていくために、次の

点を基本に第３期中期目標（以下「目標」という。）を定め、法人に指

示するものである。 

◆第２期中期目標期間の取組や変化する社会情勢等を踏まえ前文を時点修正。 

○令和２年度に第２期中期目標期間における業務実績見込み評価を実施しており、 

 以下の取組等により中期目標の概ね良好な達成が見込まれている。 

 ・教育の質を高めるため、高等教育開発センターを設置 

 ・キャリアセンターを開所し、キャリアカウンセラーによる就職相談を拡充 

 ・研究開発センターを設置し、地域包括ケアのためのプロジェクト研究等を実施 

 

○新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、医師、看護師等の医療従事者  

 や保健師等の公衆衛生を担う人材の育成確保の重要性が改めて認識された。 

 

○地域共生社会の実現に向けた取組 

 平成２８年６月 「ニッポン一億総活躍プラン」閣議決定 

 平成３０年４月 改正社会福祉法施行 

 ・２０２５年（令和７年）を目標として、高齢者の医療・介護、認知症対策等を 

  目的とする地域包括ケアシステムの構築に取り組む。 

 

 ・２０４０年(令和２２年)を見据え、介護等に加え障害、子育て、虐待、生活困窮 

  等を含めた多様で複合的な課題に地域で取り組む地域共生社会の実現を目指す。 

 

 

１ 保健・医療・福祉の分野の専門的知識と技術を有し、様々な分野

の専門職と連携・協働して人々の健康を統合的に支えていくことの

できる人材を育成する教育を進めること。 

 

２ 保健・医療・福祉の分野における基礎的な研究とともに、地域や

時代の要請に応える実践的な研究を進めること。 

 

１ 保健・医療・福祉の分野の専門的知識と技術を有し、様々な分野

の専門職と連携・協働して人々の健康と生活を統合的に支え地域共

生社会の実現に貢献していくことのできる人材を育成する教育を進

めること。 

２ 保健・医療・福祉の分野における基礎的な研究とともに、自治体、

企業、団体と連携して地域や時代の要請に応える実践的な研究を進

めること。 

○教育の項目に地域共生社会の実現への貢献を追加するもの。 

 

 

 

○研究の項目に産学官の連携を追加するもの。 

 

 

参考資料２－３ 



公立大学法人埼玉県立大学第３期中期目標（案）新旧対照表 

- 2 - 
 

３ 教育・研究の地域貢献度を高め、地域社会の課題解決と地域活力

の創造に貢献すること。 

４ 公立大学法人化の利点を生かし、機動的かつ戦略的な大学運営体

制を確立すること。 

３ 教育・研究の地域貢献度を高め、地域社会の課題解決と地域活力

の創造に貢献すること。 

４ 公立大学法人の利点を生かしつつ、定量的な指標を用いて継続的

に自己改善を図る大学運営体制を確立すること。 

 

 

○地方独立行政法人法改正の趣旨を踏まえ、定量的な指標を用いること等を追加する

もの。 

第１ 目標の期間 

 平成２８年４月１日から平成３４年３月３１日までの６年間とする。 

第１ 目標の期間 

 令和４年４月１日から令和１０年３月３１日までの６年間とする。 

○次期中期目標期間に時点修正するもの。 

 

第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 

１ 教育に関する目標 

(１)教育の内容等に関する目標 

 ア  学士課程における教育 

 共生社会の構築に貢献し、保健・医療・福祉の分野において人間

の尊厳に立った実践ができる人材を育成する。 

 そのため、豊かな人間性と確かな倫理観を基盤に、幅広い知性と

複合的な視野から諸課題に向き合える市民としての教養と高度な知

識と技能を備えた専門性、関連職種との連携を主体的に実践できる

能力を涵養する。 

第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 

１ 教育に関する目標 

(１)教育の内容等に関する目標 

 ア  学士課程における教育 

 豊かな人間性と確かな倫理観を基盤に、市民としての教養や保

健・医療・福祉の分野の専門的知識と技術を有し、多職種と連携・

協働して人々の健康と生活を統合的に支え地域共生社会の実現に貢

献できる人材を育成する。 

○埼玉県立大学の強みである専門職の連携や地域共生社会への貢献を加え、文言を整

理するもの。 

 イ  博士課程における教育 

 博士前期課程においては、自らの専門分野に関する諸問題に対し、

多職種の知識と技術を連関させる学際的な思考を基に実効性・有効

性のある解決方法を立案できる能力を有し、保健・医療・福祉の分

野の高度な専門的知識を有する職業人、研究者又は教育者として、

持続的に人々の健康と生活を支えることができる人材を育成する。 

   博士後期課程は、自らの専門分野に関して、多職種の知識と技術  

を高度に連関させる学際的な思考を基に国際的視野に立脚した先端  

的研究を推進する能力を有し、高度な専門的知識を有する職業人、  

研究者又は教育者として、独創性ある健康科学の理論及び技術を開

発できる人材を育成する。 

 イ 博士課程における教育 

 博士前期課程においては、自らの専門分野に関する諸問題に対し、

多職種の知識と技術を連関させる学際的な思考を基に実効性・有効

性のある解決方法を立案できる能力を有し、保健・医療・福祉の分

野の高度な専門的知識を有する職業人、研究者又は教育者として、

持続的に人々の健康と生活を支えることができる人材を育成する。 

   博士後期課程においては、自らの専門分野に関して、多職種の知

識と技術を高度に連関させる学際的な思考を基に国際的視野に立脚

した先端的研究を推進する能力を有し、高度な専門的知識を有する

職業人、研究者又は教育者として、独創性ある健康科学の理論及び

技術を開発できる人材を育成する。 

 

 ウ 入学者受入方針 

 アドミッション・ポリシー（大学が求める学生像）を広く社会に

発信し、目的意識や学習意欲の高い人材、多様な経験を持つ社会人

をはじめとする優れた資質を有する学生を積極的に受け入れるとと

もに、その成果を検証し、必要に応じて見直しや改善を図る。 

 ウ 入学者受入方針 

 アドミッション・ポリシー（大学が求める学生像）を広く社会に

発信し、目的意識や学習意欲の高い人材、多様な経験を持つ社会人

をはじめとする優れた資質を有する学生を積極的に受け入れるとと

もに、その成果を検証し、必要に応じて見直しや改善を図る。 

 

(２)教育の実施体制等に関する目標 

 ア 教育能力の向上 

 教員の教育能力の向上のため、ファカルティ・ディベロップメン

ト（教育内容・方法を改善するための組織的な研究・研修などの取

(２)教育の実施体制等に関する目標 

 ア 教育能力の向上 

 時代に対応した幅広い手法により高い学修成果を目指す教育プロ

グラムの導入やファカルティ・ディベロップメント（教育内容・方

○高等教育開発センターを設置して実施体制が整備されたこと、オンライン授業が進

展していること等を踏まえ、先進技術に対応し、より高い学修成果が期待できる教育

プログラムの導入や教員の研修等を推進するもの。 
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組）の実施体制を不断に見直し改善する。 法を改善するための組織的な研究・研修）を推進することにより、

大学全体の教育能力の向上を図る。 

 イ  教育環境の整備 

   学生の主体的な学習を促進するため、情報センターや ICT（情報

通信技術）を活用した学習環境の整備を促進する。 

 イ  教育環境の整備 

 学生の主体的な学習を促進し、学修成果の向上を図るため、情報

センターの活用やＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション）に

対応した学習環境の整備を推進する。 

○ＤＸに対応した環境整備を推進するもの。 

 (３)教育の質の向上に関する目標 

 ア 教育の内部質保証の推進 

   教育活動の質の向上を図るため、ＩＲ（大学運営に関する情報収

集・分析）を活用して学修成果の測定・評価を行い、教育の内容や

方法等を継続的に見直す体制を整備する。 

○教育活動の質や学修成果の水準を継続的に点検評価し改善・向上につなげる取組を

推進するもの。 

  イ 専門職連携教育の推進 

   地域共生社会の実現など地域の課題解決を図ることができる人材

の育成に資する専門職連携教育の一層の充実を図るとともに、その

意義や方法等についての積極的な情報発信に努める。 

○県立大学の強みである専門職連携教育の更なる充実を図るとともに、その意義や方

法等についての情報発信を推進するもの。 

２ 学生への支援に関する目標 

(１)学習支援及び生活支援に関する目標 

 学生の学習意欲を高め、安心・安全な学生生活が過ごせるよう、学

習・健康・生活の相談を行うなど、学習支援や生活支援の体制の充実

を図る。 

 また、経済的に修学が困難な学生に対する適切な支援を図る。 

２ 学生への支援に関する目標 

(１)学習支援及び生活支援に関する目標 

 学生の学習意欲を高め、安心・安全な学生生活が過ごせるよう、学

習・健康・生活の相談を行うなど、学習支援や生活支援の体制の充実

を図る。 

 また、経済的に修学が困難な学生に対する適切な支援を図る。 

 

(２)就職支援等に関する目標 

ア 学生が早い段階から将来への目的意識を明確に持ち、自己の将 

来設計を考えられるよう、就職や自立に向けたキャリア教育に積極 

的に取り組み、進路決定率（就職・進学）１００％を目指す。 

(２)就職支援等に関する目標 

ア 学生が早い段階から将来への目的意識を明確に持ち、自己の将 

来設計を考えられるよう、就職や自立に向けたキャリア教育に積極 

的に取り組み、進路決定率（就職・進学）１００％を目指す。 

○進路決定率に係る数値目標を明記するもの。 

■指標及び数値目標を継続する。 

 イ 県内就職先の新規開拓に積極的に取り組むとともに、就職に関す 

  る情報提供・相談体制の更なる充実を図り、平成３３年度までに 

 県内就職率６０％を目指す。 

 イ 県内医療・福祉・産業界等や卒業生との連携強化、県内就職先へ

の学生の関心を高める取組の実施、就職に関する情報提供・相談体

制の更なる充実等を図り、令和９年度までに県内就職率６０％を目

指す。 

○県内就職率に係る数値目標や取組の方向性を明記するもの。 

■指標及び数値目標を継続する。 
地域包括ケアの推進や地域共生社会の実現に向けた取組等のために、県内の専門人材

の育成確保が必要なため。 

(３)障害のある学生に対する支援に関する目標 

  障害のある人々に入学の機会を広げるとともに、障害のある学生が

必要な支援を受けながら、修学目的を達成するための支援体制を構築

する。 

(３)障害のある学生に対する支援に関する目標 

  障害のある人々に入学の機会を広げるとともに、障害のある学生が

必要な支援を受けながら、修学目的を達成するための支援体制を構築

する。 

 

(４)卒業生への支援に関する目標 

   卒業生が保健・医療・福祉の現場で更に活躍するための、教育支援

やキャリア形成支援を行う。 

(４)卒業生への支援に関する目標 

  卒業生が保健・医療・福祉の現場で更に活躍するための教育支援や

キャリア形成支援を行うとともに、同窓会活動の活性化を支援する。 

○卒業生同士の交流、連携のため同窓会の活性化を支援するもの。 
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３ 研究に関する目標 

(１)研究の方向性及び成果に関する目標 

 ア 研究の方向性 

   急速な高齢化の進行に伴う新たな保健・医療・福祉ニーズへの   

  的確な対応など、地域の諸課題や時代の先端を見据えた実用的かつ 

  実践的な研究に積極的に取り組むとともに、各事業年度における科 

  学研究費助成金の採択件数６５件を目指す。 

３ 研究に関する目標 

(１)研究の方向性及び成果に関する目標 

 ア 研究の方向性 

   急速な高齢化の進行に伴う新たな保健・医療・福祉ニーズへの   

  的確な対応など、地域の諸課題や時代の先端を見据えた実用的かつ 

  実践的な研究や、より大型の研究に積極的に取り組む。 

○これまでの実績や評価委員会での意見等を踏まえて目標を見直すもの。 

■中期目標では数値目標を定めず、大学の自主的・自律定な判断のもと、より質

の高い研究への積極的な取組を推進する。 

件数の目標はこれまでに達成されているため、大学の自主的・自律的な判断により研

究の質の向上のための取組や、より大型の研究に向けた取組などを実施することとす

るもの。 

 イ 研究成果の活用 

   研究成果については、大学の教育研究活動に反映させるとともに、

本県が直面する保健・医療・福祉に関する諸課題の解決に還元する

など、研究成果の有効活用を図る。 

 イ 研究成果の活用 

   研究成果については、大学の教育研究活動に反映させるとともに、

本県が直面する保健・医療・福祉に関する諸課題の解決に還元する

など、研究成果の有効活用を図る。 

 

(２)研究の実施体制に関する目標 

  研究力の向上を図るため、弾力的な研究実施体制と全学的な研究支

援体制の整備を図る。 

(２)研究の実施体制に関する目標 

  研究力の向上に向けた取組を進めるとともに、研究活動支援体制の

強化を図る。 

○研究開発センターを設置して研究の実施・支援体制が整備されており、今後は研究

力向上の取組や研究活動支援体制の強化を図ることとするもの。 

４ 地域貢献、産学官連携及び国際交流に関する目標 

(１)地域貢献に関する目標 

ア 大学が有する人的資源や教育研究成果を地域社会や行政機関等 

に還元し、県民生活の向上、地域の諸課題の解決、地域社会の活性

化に貢献する。 

４ 地域貢献、産学官連携及び国際交流に関する目標 

(１)地域貢献に関する目標 

ア 地域包括ケアの推進や地域共生社会の実現に向け自治体等への支

援を強化するとともにその成果を広く発信するなど、大学が有する

人的資源や教育研究成果を地域社会や行政機関等に還元し、県民生

活の向上、地域の諸課題の解決、地域社会の活性化に貢献する。 

○地域貢献の方向性を具体的に明記するもの。 

イ 超高齢社会への移行など社会環境の急激な変化に伴う新たな保

健・医療・福祉ニーズに的確に対応するため、医療職等に対する現

任教育やキャリア形成の支援などを行い、地域に根ざした保健・医

療・福祉人材の資質向上に貢献する。 

イ 超高齢社会への移行など社会環境の急激な変化に伴う新たな保

健・医療・福祉ニーズに的確に対応するため、医療職等に対する現

任教育やキャリア形成の支援などを行い、地域に根ざした保健・医

療・福祉人材の資質向上に貢献する。 

 

 ウ オンラインの活用などにより、地域住民が参加しやすい地域貢献

活動を推進する。 

○オンラインの活用などによる地域貢献活動への住民参加の推進を追加するもの。 

(２)産学官連携に関する目標 

  産業界、他大学、行政機関等との連携を充実・強化し、共同事業・

共同研究を推進する。 

(２)産学官連携に関する目標 

 産業界、他大学、行政機関等との連携を充実・強化し、共同事業・

共同研究を推進する。 

 

(３)国際交流に関する目標 

 国際感覚豊かな人材を育成するため、教育・研究の活性化を図ると

ともに、海外の大学との学術交流を推進する。 

(３)国際交流に関する目標 

  国際的な視野を持った人材を育成するとともに、教育・研究のグロ

ーバル化に対応するため、海外の大学との学術交流、研究成果の海外

への発信、外国人留学生の受入れ等を推進する。 

○教育・研究のグローバル化への対応が必要となっているため、方向性を明記して取

組を推進するもの。 
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第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標 

１ 組織運営の改善に関する目標 

 教育・研究の特性に配慮しつつ、理事長及び学長のリーダーシップ

の下、迅速かつ適切な意思決定による大学運営を行う。 

第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標 

１ 組織運営の改善に関する目標 

  教育・研究の特性に配慮しつつ、理事長及び学長のリーダーシップ

の下、迅速かつ適切な意思決定による大学運営を行う。 

 

２ 教育研究組織の見直しに関する目標 

 保健・医療・福祉の分野における教育・研究の高度化・学際化・国

際化と時代や社会の要請の変化に的確に対応するため、中長期的な視

点に立って、引き続き学部、研究科等の教育研究組織の検討や見直し

を行う。 

２ 教育研究組織の見直しに関する目標 

(１)人材育成に関する目標 

 高度化・複雑化する社会の要請に的確に対応し、保健・医療・福祉

の専門的知識を持って様々な分野で活躍できる優秀な人材を育成する

ため、大学院・学部教育の検討や見直しを行う。 

○教育研究組織の見直しについて、人材育成のための項目と自治体・産業界との連携

強化や共同研究の推進等のための項目を分けて設定するもの。 

 (２)自治体との連携等に関する目標 

 自治体や産業界との連携を強化するとともに、地域包括ケアの支援

や共同研究・受託研究を推進するため、教育研究組織の検討や見直し

を行う。 

 

３ 人事の適正化に関する目標 

（１）実績と能力に応じた適正な教職員評価制度・人事制度の構築に関 

  する目標 

  教職員の意欲向上、法人・大学運営の活性化、教育・研究の質的 

 向上を図るため、教職員の実績と能力をより適正に評価できる制度 

 を構築するとともに、その評価結果を人事や給与等に反映させるな 

 ど、教職員にインセンティブが働く人事制度を構築する。 

３ 人事の適正化に関する目標 

（１)実績と能力に応じた適正な教職員評価制度・人事制度の構築に関  

する目標 

   法人・大学運営の活性化、教育・研究の質的向上を図るため、教職

員の実績と能力をより適正に評価し、教職員にインセンティブが働く

人事制度を適切に運営する。 

○教職員の人事評価制度は既に構築したため、今後はそれを適切に運営することとす

るもの。 

（２）人材の確保と活用に関する目標 

  教育・研究の充実と活性化を目指し、多様な方法により幅広い分

野から優秀な教職員を確保する。また、事務職員のうち業務に高い

専門性が求められる分野については、計画的な採用や人材育成を行

う。 

（２）人材の確保と活用に関する目標 

  教育・研究の充実と活性化を目指し、多様な方法により幅広い分

野から優秀な教職員を確保する。事務職員のうち業務に高い専門性

が求められる分野については、計画的な採用や人材育成を行う。 

  また、教職員を対象としたスタッフ・ディベロップメント（教育

研究活動等の適切かつ効果的な運営のための研修）を推進する。 

○人材活用の視点から、教職員に大学運営に関する知識を習得させるスタッフ・ディ

ベロップメントの推進を追加するもの。 

４ 事務等の効率化及び合理化に関する目標 

 教育・研究に対するサポート機能の向上と法人・大学運営の効率化

を図るため、事務処理や事務組織の見直しを継続的に行う。 

４ 事務等の効率化及び合理化に関する目標 

 教育・研究に対するサポート機能の向上と法人・大学運営の効率化

を図るため、デジタル化を推進し、事務処理や事務組織の見直しを継

続的に行う。 

○テレワークや遠隔教育への対応等、デジタル化の推進を追加するもの。 

第４ 財務内容の改善に関する目標 

１  外部研究資金等の自己収入の確保に関する目標 

(１)外部研究資金の獲得に関する目標 

 科学研究費助成金をはじめとする競争的研究資金、受託研究費等

の外部研究資金を積極的に獲得する。 

第４ 財務内容の改善に関する目標 

１  外部研究資金等の自己収入の確保に関する目標 

(１)外部研究資金の獲得に関する目標 

 科学研究費助成金をはじめとする競争的研究資金、受託研究費等

の外部研究資金を積極的に獲得する。 
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(２)学生納付金に関する目標 

 授業料等の学生納付金、受講料等については、適正な金額を定める

とともに、確実に収入する。 

(２)学生納付金に関する目標 

 授業料等の学生納付金、受講料等については、適正な金額を定める

とともに、確実に収入する。 

 

(３)その他自己収入の確保に関する目標 

 大学の特性を生かした取組や大学資源の有効活用により、自己収入

の増加に積極的に努める。 

(３)その他自己収入の確保に関する目標 

 大学の特性を生かした取組や大学資源の有効活用により、自己収入

の増加に積極的に努める。 

 

２ 経費の抑制に関する目標 

 業務運営方法の全般的な見直しに努め、より一層の効率化・合理化

を図る。 

２ 経費の抑制に関する目標 

 限られた財源の有効活用のため、業務運営のより一層の効率化・合

理化を図る。 

○これまでの業務運営の見直しを踏まえ、文言を整理するもの。 

３ 資産の運用管理に関する目標 

 大学の健全な運営を確保するため、資産の適切な運用管理を行うと

ともに、その効率的かつ効果的な活用を図る。 

３ 資産の運用管理に関する目標 

 大学の健全な運営を確保するため、資産の適切な運用管理を行うと

ともに、その効率的かつ効果的な活用を図る。 

 

４ 自主財源の確保に関する目標 

  自己収入の確保、経費の抑制、資産の運用管理に総合的に取り組 

み、各事業年度における自主財源比率（施設の大規模改修、高額備品

の更新、退職給与金に係る経費は除く。）を４４％以上とする。 

４ 自主財源の確保に関する目標 

  自己収入の確保、経費の抑制、資産の運用管理に総合的に取り組 

み、各事業年度における自主財源比率（施設の大規模改修、高額備品

の更新、退職給与金に係る経費は除く。）を４４％以上とする。 

○自主財源比率に係る数値目標を明記するもの。 

■指標及び数値目標を継続する。 

第５ 自己点検・評価及び当該情報の提供に関する目標 

 

第５ 自己点検・評価及び当該情報の提供に関する目標 

１ 定量的指標の活用に関する目標 

 ＩＲの活用により教育、研究、社会貢献活動など大学運営の各分野

において業績評価指標を整備してその動向を検証・評価し、継続的に

自己改善を図る体制を確立する。 

 また、ＰＤＣＡサイクルを効果的に機能させるため、定量的な目標

設定に努める。 

○地方独立行政法人法改正の趣旨を踏まえ、定量的な目標設定と継続的な自己改善を

追加するもの。 
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１ 評価の活用に関する目標 

 教育研究活動や組織・業務運営の状況について、定期的に自己点検・

評価を実施するとともに、第三者機関による評価を活用し、改善を図

る。 

  また、教員が自己の活動を点検し、学内外に公表することを通じて、

教員の教育・研究・社会貢献等の質的向上を図る。 

２ 評価の活用に関する目標 

 教育研究活動や組織・業務運営の状況について、定期的に自己点検・

評価を実施するとともに、第三者機関による評価を活用し、改善を図

る。 

  また、教員が自己の活動を点検し、学内外に公表することを通じて、

教員の教育・研究・社会貢献等の質的向上を図る。 

 

２ 情報公開の推進に関する目標 

  法人としての説明責任を果たすとともに、運営状況の情報だけでな

く、大学の活動についての情報を積極的に公開及び広報する。 

３ 情報公開の推進に関する目標 

 法人としての説明責任を果たすとともに、運営状況の情報だけでな

く、大学の活動についての情報を積極的に公開及び広報する。 

 

第６ その他業務運営に関する重要目標 

１ 施設設備の整備等に関する目標 

 計画的な施設設備の整備を進め、良好な教育研究環境の維持に努め

る。 

第６ その他業務運営に関する重要目標 

１ 施設設備の整備等に関する目標 

 計画的な施設設備の整備を進め、良好な教育研究環境の維持に努め

る。 

 

２  安全管理に関する目標 

 学生や教職員の安全確保と健康管理の向上に努め、安心・安全なキ

ャンパスづくりを進める。 

 また、学内の情報セキュリティ対策の充実を図るとともに、個人情

報の保護や管理を適正に行う。 

２  安全管理に関する目標 

 学生や教職員の安全確保と健康管理の向上に努め、安心・安全なキ

ャンパスづくりを進める。 

 また、学内の情報セキュリティ対策の充実を図るとともに、個人情

報の保護や管理を適正に行う。 

 

 ３ 危機管理に関する目標 

  首都直下地震等の大規模災害及び新興感染症の発生等に対応するた

め、業務継続計画（ＢＣＰ）の作成等により危機管理体制を強化する。 

○ＢＣＰの作成等、危機管理体制の強化を追加するもの。 

３  社会的責任に関する目標 

 法令等の的確な遵守、人権意識の向上など、大学の社会的責任を十

分に踏まえた取組を積極的に実施する。 

４  社会的責任に関する目標 

 法令等の的確な遵守、人権意識の向上、ダイバーシティの推進など、

大学の社会的責任を十分に踏まえた取組を積極的に実施する。 

○多様な背景を持つ学生や教職員が活躍できるよう、ダイバーシティの推進を追加す

るもの。 

 

 


